
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
七
号

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
健

康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
号
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
二

条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
七
項
第
一
号
ハ
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
ニ
、
第
五
項
、
第
七

項
並
び
に
第
八
項
、
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
七
条
第
一
号
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号

、
第
九
条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
七
項
第
一
号
ハ
並
び
に
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
ニ
、
第
五
項
、
第

七
項
並
び
に
第
八
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
三
項
並
び
に
第
五
十
二
条
第
六

項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
五
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
第
八
項
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第

二
号
、
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
三
項
第
三
号
及
び
第
八
項
第
一
号
ハ
、
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ハ
及

び
第
二
号
ハ
並
び
に
第
三
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
四
条
第
四
項
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
七
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
の



二
頁

規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
一
号
及
び
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第

一
号
ホ
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
の
二
第
一
号
中
「
二
千
グ
ラ
ム
」
を
「
一
千
四
百
グ
ラ
ム
」
に
、
「
三
十
三
週
」
を
「
三
十
二
週
」
に
改
め

る
。第

九
十
八
条
第
一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同
法
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
の
五

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医



三
頁

療
費
の
支
給

第
九
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

並
び
に
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
百
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
、
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」
に
、
「

若
し
く
は
ロ
」
を
「
、
ロ
若
し
く
は
ハ
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
百
三
条
の
二
第
一
項
中
「
若
し
く
は
ロ
」
を
「
、
ロ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
」
に
、
「
又
は
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま

で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
、
令
第
四
十
三

条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
の
下
に
「
、

令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な



四
頁

っ
た
と
き
」
を
、
「
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
令

第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
こ

と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
区
分
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
を
削
る
。

第
百
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
若
し
く
は
ロ
」
を
「
、
ロ
若
し
く
は
ハ
」
に
改
め
る
。

第
百
五
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
、
「
第
四
十
二
条
第

二
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四

十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
若
し
く

は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
、
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
の
下
に
「
、
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令

第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
を
加
え
、
「
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
こ

と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
区
分
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項



五
頁

第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十

二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
第
四
十
二
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給

、
同
法
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
四

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
百
六
条
第
二
項
第
一
号
を
同
項
第
一
号
の
二
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給

第
百
六
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
百
七
条
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同
法

」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
の
四

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
百
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



六
頁

一

児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
自
立
支
援
医
療
費

、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給

三

削
除

第
百
八
条
第
五
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
百
九
条
第
三
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
の
十
第
三
項
中
「
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
若
し
く
は
ロ
」
を
「
、
ロ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
」
に
改
め
、

同
表
第
百
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
項
中
「
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
令
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令

第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
区
分
に
該
当
し

な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲



七
頁

げ
る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
区
分
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
を
「
、
令
第

四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令

第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若

し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
と
き
又
は
令
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
区
分
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
同
号
ロ
」
を

「
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲

げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に

掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第

一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
令
第
四
十
三
条
第
三

項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当



八
頁

し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
」
に
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る

旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定

を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
同
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
同
号
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
同
号
ニ
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
令
第
四
十
三

条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
令
第
四
十
二
条
第

三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な

く
な
っ
た
と
き
、
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例

被
保
険
者
が
令
第
四
十
二
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項

第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
令
第
四
十
二
条
第
四
項
第
四



九
頁

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
い

る
旨
の
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
令
第
四
十
二
条
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

と
き
又
は
令
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当

し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
の
二
（
裏
面
）
中
「
第

条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
Ａ
」
と
、
同
項
第
１
号
又
は

42

同
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
Ｂ
」
」
を
「
第

条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者

42

で
あ
る
場
合
は
「
ア
」
と
、
同
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
イ
」
と
、
同
条
第
１

項
第
１
号
又
は
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
ウ
」
と
、
同
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
２
項
第
４
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
場
合
は
「
エ
」
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
号
（
裏
面
）
中
「
第

条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
Ｃ
」
」
を
「
第

条
第
１
項
第
５

42

42

号
又
は
第
２
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
オ
」
」
に
改
め
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



一
〇
頁

第
七
十
四
条
第
一
号
中
「
二
千
グ
ラ
ム
」
を
「
一
千
四
百
グ
ラ
ム
」
に
、
「
三
十
三
週
」
を
「
三
十
二
週
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同
法
」
を
加
え
、
同
条
第
十
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
の
三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医

療
費
の
支
給

第
八
十
七
条
の
見
出
し
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
並
び

に
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び

第
七
項
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

」
に
、
「
若
し
く
は
ロ
」
を
「
、
ロ
若
し
く
は
ハ
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」

に
改
め
る
。

第
九
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。



一
一
頁

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
ロ
」
を
「
、
ロ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は

令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
「
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
の
下
に
「
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
を
加
え
、
「
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当

該
区
分
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
九
条
第
二
項
第
二

号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
若
し
く
は
ロ
」
を
「
、
ロ
若
し
く
は
ハ
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
、
「
第
九
条
第
二
項
第
三
号

」
を
「
第
九
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に

、
「
同
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
若
し
く
は
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号

ロ
」
を
「
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
「
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

」
の
下
に
「
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た



一
二
頁

と
き
若
し
く
は
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

と
き
」
を
加
え
、
「
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
区
分
に
該
当
し
な
く
な

っ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
九
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま

で
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一

号
ホ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
第
九
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め

る
。第

九
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支

給
、
同
法
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
九
十
六
条
第
二
項
第
一
号
を
同
項
第
一
号
の
二
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給

第
九
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給



一
三
頁

第
九
十
七
条
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同

法
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
の
三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
九
十
八
条
第
一
号
を
同
条
第
一
号
の
二
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給

第
九
十
八
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
九
十
九
条
第
三
項
中
「
第
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
の
七
」
を
「
第
八
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号

」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
（
裏
面
）
中
「
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
Ａ
」
と
、
同
項
第
１
号
又
は
同
条
第

２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
Ｂ
」
」
を
「
第
９
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る

場
合
は
「
ア
」
と
、
同
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
イ
」
と
、
同
条
第
１
項
第
１



一
四
頁

号
又
は
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
ウ
」
と
、
同
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
２
項
第
４
号
に
掲
げ
る
者
で

あ
る
場
合
は
「
エ
」
」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
（
裏
面
）
中
「
第
９
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
Ｃ
」
」
を
「
第
９
条
第
１
項
第
５
号

又
は
第
２
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
オ
」
」
に
改
め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
五
第
一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
費
の
支
給
、
同
法
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
の
五

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医

療
費
の
支
給

第
二
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
第
一
号
」
を
加
え
、
同
条
中
「
同
項
各
号
」
を

「
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
三
の
見
出
し
及
び
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
第
一
号
又
は
第
二



一
五
頁

号
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
各
号
」
を
「
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の

三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
申
請
書
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
減
額
認
定
申
請
書
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
」

に
、
「
減
額
認
定
世
帯
員
」
を
「
食
事
療
養
減
額
認
定
世
帯
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
に
、
「
減
額
認
定
証
」
」
を
「
食
事
療
養
減
額
認
定
証
」
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
減
額
認
定
証
」
を
「
食
事
療
養
減
額
認
定
証
」
に
、
「
減
額
認
定
世
帯
員
」
を
「
食
事
療
養
減
額
認
定
世
帯
員
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
減
額
認
定
証
」
を
「
食
事
療
養
減
額
認
定
証
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
六
条
の
五
中
「
減
額
認
定
証
」
を
「
食
事
療
養
減
額
認
定
証
」
に

改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
六
の
三
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
、
「
第
二
十
九



一
六
頁

条
の
三
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
六
の
四
を
第
二
十
六
条
の
六
の
五
と
し
、
第
二
十
六
条
の
六
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
減
額
に
係
る
保
険
者
の
認
定
等
）

第
二
十
六
条
の
六
の
四

健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
し
て
前
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
の
認
定
（

第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
及
び
第
二
十
七
条
の
十
四
の
四
に
規
定
す
る
保
険
者
の
認
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
又
は
組
合
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
生
活
療
養
標
準
負
担
額
減
額
認
定
申
請
書
に
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

、
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
険
者
は
、
当
該
事
実
を
公
簿
等
又
は
そ
の
写
し
に
よ
つ
て
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

世
帯
主
若
し
く
は
組
合
員
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
の
入
院
期
間

三

令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
者
（
第
三
項



一
七
頁

第
一
号
に
お
い
て
「
生
活
療
養
減
額
認
定
世
帯
員
」
と
い
う
。
）
の
全
て
が
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
旨

四

被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

２

前
項
の
申
請
に
基
づ
き
、
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
保
険
者
は
、
様
式
第
一
号
の
六
の
二
に
よ
る
生
活
療
養
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
（
以
下
「
生
活
療
養
減
額
認
定
証
」
と
い
う
。
）
を
、
同
項
の
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯

の
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
有
効
期
限
を
定
め
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
食
事
療
養
減

額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
保
険
者
が
当
該
食
事
療
養
減
額
認
定
証
に
生
活
療
養
減
額
認
定
証
を
兼
ね
る
旨
を
明

記
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３

認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
世
帯
主
又
は
組
合
員
は
、
遅

滞
な
く
、
生
活
療
養
減
額
認
定
証
を
保
険
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

生
活
療
養
減
額
認
定
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第

六
十
二
条
の
三
第
一
号
に
定
め
る
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
。

二

生
活
療
養
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至
つ
た
と
き
。



一
八
頁

４

第
七
条
の
二
（
第
三
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
生
活
療

養
減
額
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
法
第

五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
（
生
活
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
に
提
出
す
る
被
保
険
者
証
に
、
生
活
療
養
減
額
認
定
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
十
六
条
の
五
の
規
定
は
、
生
活
療
養
減
額
認
定
証
を
保
険
医
療
機
関
に
提
出
し
な
か
つ
た
た
め
に
減
額
し
な
い
生

活
療
養
標
準
負
担
額
を
支
払
つ
た
場
合
に
お
け
る
被
保
険
者
に
対
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支

給
、
同
法
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
の
五

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
二
十
七
条
の
十
二
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に

改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
、
第
三
項
第
一
号



一
九
頁

若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
」
に
、
「
又
は
ロ
」
を
「
、
ロ
若
し
く
は
ハ
」
に
、
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を
「
特
定
疾
病
給
付
対
象

療
養
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
第
三
号
」
を
「
、
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
、
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第

一
号
ハ
」
に
改
め
、
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
」
の
下
に
「
、
令
第

二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
つ

た
と
き
若
し
く
は
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
」
を
「
、
令
第
二
十
九
条

の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、
「
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
」
の

下
に
「
、
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
し
な
く
な
つ
た
と
き
若
し
く
は
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
者
が
令
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
五

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
」
を
加
え
る
。



二
〇
頁

第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
若
し
く
は
ロ
」
を
「
、
ロ
若
し
く
は
ハ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

費
の
支
給
、
同
法
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
四

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
自
立
支
援
医
療
費

、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給

三

削
除

第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
第
四
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
二
十
七
条
の
十
七
第
四
項
中
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め

る
。



二
一
頁

第
二
十
七
条
の
二
十
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
」
を
「

第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
四
項
中
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
五

号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
六
（
表
面
）
中
「
国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
「
国
民
健
康
保
険
食
事
療
養
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「
減
額
認
定
証
」
を
「
食
事
療
養
減
額
認
定
証
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
六
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



二
二
頁

　　

備　考
　1　この証は、減額対象者1人ごとに作成すること。
　2　「有効期限」欄には、この証が無効となる日の前日を記載すること。
　3　この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。
　4　別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができる。

一
　
こ
の
証
に
よ

っ
て
入
院
の
際
に
生
活
療
養
を
受
け
る
場
合
に
支
払
う
生
活

（裏面） （表面）

国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証

　
処
分
を
受
け
ま
す

。

五
　
不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は

、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の

　
こ
の
証
を
添
え
て

、
市
町
村

(

組
合

)

に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い

。

四
　
こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ

っ
た
と
き
は

、
十
四
日
以
内
に

、

　
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は

、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い

。

　
遅
滞
な
く

、
こ
の
証
を
市
町
村

(

組
合

)

に
返
し
て
く
だ
さ
い

。
ま
た

、
転

　
く
な

っ
た
と
き
又
は
生
活
療
養
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
に
至

っ
た
と
き
は

、

三
　
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な

っ
た
と
き

、
減
額
認
定
の
条
件
に
該
当
し
な

　
に
必
ず
こ
の
証
を
そ
の
窓
口
で
渡
し
て
く
だ
さ
い

。

二
　
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
入
院
を
す
る
と
き
は

、
被
保
険
者
証
と
と
も

　
り
ま
す

。

　
療
養
標
準
負
担
額
は

、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
減
額
さ
れ
た
額
と
な

注
　
意
　
事
　
項

世
帯
主

(

組
合
員

)

住　　　所

氏　　　名

男
・
女

生年月日
昭
・
平

年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

交付年月日　　　 年　　　 月　　　 日

記　号 番　号

保険者番号並

びに保険者の

名称及び印あ

様
式
第
一
号
の
六
の
二

（
第
二
十
六
条
の
六
の
四
関
係

）

発 行 期 日 　　　　平成　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

有 効 期 限 　　　　平成　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

長 期 入 院
該　　　　当 　　　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

保 険
者 印

か　　ら　

男
・
女

減
額
対
象
者

氏　　　名



二
三
頁

様
式
第
一
号
の
八
備
考
中
「
第

条
の
３
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
Ａ
」
と
、
同
項
第
１
号
に
該
当

29

す
る
場
合
は
「
Ｂ
」
と
、
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
Ｃ
」
」
を
「
第

条
の
３
第
１
項
第
２
号
又
は
第
２

29

項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
ア
」
と
、
同
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は

「
イ
」
と
、
同
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
項
第
１
号
に
該
当
す
る
場
合
は
「
ウ
」
と
、
同
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
２
項

第
４
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「
エ
」
と
、
同
条
第
１
項
第
５
号
又
は
第
２
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
は
「

オ
」
」
に
改
め
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
七
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
四

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医

療
費
の
支
給

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
第
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
第
一
号
」
を
加
え
、
同
条
中
「
同
項
各
号
」
を
「
同
項
第
一
号



二
四
頁

又
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
及
び
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、

同
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
七
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
七
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
四

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

第
六
十
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
特
定
疾
患
給
付
対
象
療
養
」
を

「
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
五
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



二
五
頁

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
附
則
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
の
出
産
に
係
る
健
康
保
険
法

施
行
規
則
第
八
十
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十

四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
百
十
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
病
院
等
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
健
保
規
則
」
と

い
う
。
）
様
式
第
十
三
号
の
二
に
よ
る
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
又
は
新
健
保
規
則
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
健
康
保
険

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
提
出
し
て
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
給

付
対
象
療
養
を
受
け
た
場
合
の
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
規
則
第
九
十
八
条
の
二
第
一
項
の
申
出
に
基

づ
く
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
十
三
号
の
二
に
よ
る

健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
及
び
同
令
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



二
六
頁

第
三
条

施
行
日
前
の
出
産
に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五

十
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ニ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
及
び
船
員
保
険
法
施
行
令
第
八
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
病
院
等
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
船
保
規
則
」
と

い
う
。
）
様
式
第
六
号
に
よ
る
船
員
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
又
は
新
船
保
規
則
様
式
第
七
号
に
よ
る
船
員
保
険
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
提
出
し
て
船
員
保
険
法
施
行
令
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を

受
け
た
場
合
の
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
規
則
第
八
十
七
条
第
一
項
の
申
出
に
基
づ
く
協
会
の
認
定
を

受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
六
号
に
よ
る
船
員
保

険
限
度
額
適
用
認
定
証
及
び
同
令
様
式
第
七
号
に
よ
る
船
員
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
は
、
当
分
の
間

、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



二
七
頁

第
四
条

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
病
院
等
に
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
国
保
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
一
号
の
八
に
よ
る

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
又
は
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
の
九
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
提
出
し
て
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
給

付
対
象
療
養
を
受
け
た
場
合
の
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
規
則
第
二
十
七
条
の
十
二
の
二
第
一
項
の
申

出
に
基
づ
く
保
険
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
の
六
に
よ

る
国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
及
び
同
令
様
式
第
一
号
の
八
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
第
四
項
に



二
八
頁

規
定
す
る
病
院
等
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
五
号
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用

・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
提
出
し
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特

定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
場
合
の
当
該
療
養
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
申
出
に
基
づ
く
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定

を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。


